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田淵 いつも阿部さんのインタビュー記

事を読んでいますが、今日は普段はイン

タビューする側の阿部さんにいろいろお

話を伺いたいと思っています。

私はポール・ボルカーさん（前米連邦

準備制度理事会議長）と非常に仲がいい

んです。彼が日本に来ると必ず食事する

のですが、先日、朝食中に「新生銀行の

八城政基社長と、日産のカルロス・ゴー

ン社長のどちらが偉いんだ」と聞かれま

した。「八城さんはリップルウッド・ホ

ールディングスがバックアップしたけれ

ど、ゴーンさんはひとりでやったから、

私はゴーンさんのほうが有能だと思う」

と答えましたが、阿部さんはどう思われ

ますか。

阿部 田淵さんと

まったく同意見で

す。

先日、『フィナ

ンシャル・タイム

ズ』の前東京支局

長のジリアン・テ

ットさんが来日し

たのですが、彼女

はこの1年半ほど、

日本長期信用銀行

（以下長銀）の破

綻から新生銀行誕

生に至るまでのド

キュメンタリーを

執筆していました。私もかなり協力しま

したが、彼女は新生銀行の顧問であるボ

ルカーさんにも取材しています。そし

て、長銀が国有化され、リップルウッド

に買われるまでの過程と、買われた後、

リップルウッドとその背後の米国社会が

どういう形で日本に関与したかについ

て、きわめて詳しく取材しています。

長銀の破綻について、米国人はほとん

ど知りません。それは、英語の記事や書

籍がほとんどないからです。つまり、日

本の金融破綻が、いったいどれほどの規

模で、どれだけ難しい問題だったかを米

国で理解している人はほとんどいないと

いうことです。彼女の本によって、米国

人にもそのあたりが少しは理解されるの

ではないかと期待しています。米国で

は、大手出版社、ハーパーコリンズから

9月に出版されます。日本では、日経が

翻訳出版する予定です。

この本のみどころは、長銀と似たよう

な運命をたどった日本債券信用銀行（以

下日債銀）にも触れていて、自殺した本

間忠世さん（日銀理事出身で特別公的管

理下の日債銀社長）の奥様に没後行った

インタビューでしょう。

田淵 日債銀の社長になってすぐのこと

でしたね。

阿部 日債銀があおぞら銀行になる時

に、引き続き社長に指名されて自殺して

しまった。国営下長銀の社長は、やはり

日銀理事出身の安斎隆さん（現アイワイ

バンク社長）でしたが、新生銀行になる

時に辞職しています。長銀をリップルウ

ッドに売るまでのつなぎ役を務めた安斎

さんにも、引き続き社長をやってくれと

いう話はあったらしいのですが断った。

しかし、本間さんは断れなかったんです

ね。しかも、長銀がリップルウッドに売

却されたので、日債銀は外国勢に売るな

というプレッシャーがかかっていた。ま

た、新生銀行はリップルウッド主体の投

資組合が1 0 0％出資しましたが、あおぞ

ら銀行はソフトバンク、オリックス、東

京海上と外資系ファンド・サーベラスの

資本が入った非常に複雑な中でのスター
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トでしたから、調整がかなり難しかった

と思います。テットさんは、そういった

事情、特に外資系サイドからみた裏側を

分析してくれています。

タイトルは、『Saving the Sun―A Wall

Street Gamble to Rescue Japan from Its

Trillion-Dollar Meltdown』となるそう

です。これはハーパーコリンズの編集者

がつけたそうですが、日本から言えば、

えっ？という感じで、このタイトルにも

米国社会と日本社会の認識のギャップが

表れていると思います。米国は、常に自

分たちを善玉、日本のさまざまなしがら

みをすべて欠陥とみています。しかし、

すべてを米国型資本主義で合理的に行う

のがいいという米国人と、日本人の意識

は違うと思います。そのギャップが、新

生銀行とあおぞら銀行をとりまく状況の

中に依然として残っているのではないか

という気がしますね。

阿部 戦後復興の資金調達の役割を担っ

てきた長銀、日債銀、興銀という長期信

用銀行システムは、1 9 7 0年代後半にすで

にその役目を終えていました。8 0年代後

半は興銀の時間稼ぎの戦略によって金融

制度改革でいろいろ揉めて、結局、事業

別子会社方式での参入という中途半端な

ことしかできず、長期信用銀行制度の清

算が遅れていた。それが9 7、9 8年に、市

場の圧力によってついに消えることにな

ったのです。

リップルウッドに譲渡され、新生銀行

と名前を変えた時、日本国民には、立ち

腐れの状態だった制度を立て直すため

に、まったく新しいビジネスモデルを注

入してくれるだろうという期待がありま

した。それをバックアップするために、

3年の期限付きで瑕疵担保条項（長銀か

ら引き継いだ債権のうち、価値が2割以

上下落した債権を国が買い戻すという条

項。2 0 0 3年3月末が期限）を譲渡契約に

盛り込みました。リップルウッドの目算

は、瑕疵担保条項の期限が切れた時に

I P O（株式新規公開）で創業者利益を得

て、それで投資した資金を回収するとい

うものでした。ところが、「新生銀行は

貸しはがしや融資先の倒産も辞さない」

という猛烈なハゲタカ・ファンド批判が

巻き起こり、国会に八城さんを招致して

つるしあげるような事態となってしまっ

た。そのため、新生銀行のイメージはか

なり傷つけられた。実際、新生銀行は猛

烈に貸出総額を圧縮しました。これだけ

だと単なる縮小均衡で、新たなビジネス

モデルどころか、バランスシートを見る

限り、貸出総額は圧縮したままで、利潤

の相当部分は、瑕疵担保条項などを使っ

た引当金が補う形になっています。

田淵 I P Oはできなかったわけですね。

阿部 去年の9月から1 2月にかけて、リ

ップルウッドのC E O、ティモシー・コ

リンズは上場の可能性を探っていました

が、株価全体の不振もあって、アドバイ

ザーの投資銀行から無理という結論が出

ました。そこでリップルウッドには、ど

うやって新生銀行に投資した資金を回収

するかという問題が生じた。米国の投資

家からは、「日本でもっと利益をあげら

れないのか」というプレッシャーが相当

あるはずですから、八城さんの立場は苦

しいと思います。ハゲタカ・ファンドと

いうのは悪意のこもった言い方ですが、

彼らだってただの善意で救ってくれるわ

けではありません。当然、利益を期待し

ていたわけですからね。しかし、I P Oが

できないと利益が出ません。しかも、短

期回収を狙っているのですから苦しいで

しょうね。

これに対し、ルノーの日産に対する投

資は基本的には長期投資で、ゴーンさん

は短期のリターンを要求されていない。

しかも、もともと日産にはルノーに勝る

技術力がある。マーケットも、長期低迷

の銀行より自動車のほうがまだましとい

えます。ですから、新生銀行と比べて、

日産はかなり有利な環境といえます。八

城さんに任せられたのはリップルウッド

の代理人の仕事であり、そこで求められ

ているのは本人の経営力ではなく、I P O

ができるかどうかということです。日本

のオーバーバンキング（銀行過剰）の状

態が整備されるかどうかという他律的な

要因にも左右されますから、そこも少し

割り引いて考えなければいけないと思い

ます。

田淵 ゴーンさんは、本社のC E Oにな

るという話も出ているといいますね。

阿部 ゴーンさんだって、日産の再生に

つまずいていたら「だから外国人経営者

も大したことない」などと散々けなされ

たでしょうね。でもゴーン日産は、まず

最初に持ち合いの銀行株を売り払った。

これはすごい。銀行株が重荷になるとは

まだ誰も思っていない時代に、日本社会

の中で銀行との持ち合いをズバッと切り

捨てる大胆さには感心しました。結果的

に、銀行株の持ち合いを切り捨てたこと

で、その後の銀行株急落にまったく影響

されず、日産が救われた部分は非常に大

きかったですね
＊

。

田淵 話は変わりますが、最近、日本で

も社外取締役をおくことが増えました

ね。これは米国の真似なんでしょうか。

それとも、資本主義社会の株式会社とは

そうあるべきなんでしょうか。また、社

新生銀行の八城社長と
日産のゴーン社長の役割の違い

社外取締役は本当の意味で
その機能を果たしているのか
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外取締役の義務とはどのようなものな

のでしょうか。

阿部 すべてのケースを知っているわ

けではありませんが、米国で問題にな

っているのは、社外取締役が中立的な

立場で本当に会社のために助言できて

いるかということです。粉飾決算が発

覚して経営破綻したエンロンの場合、

豪華なメンバーが社外取締役に名を連

ねていましたが、誰1人詐欺に近い経営

について知らなかったし、助言もしな

かった。また、社外取締役たちが関係

する財団やファンドに対してさまざま

な形でエンロンが援助していて、社外

取締役が経営に対して異論を唱えるこ

とができなかったのではないかという

批判が起き、社外取締役たちも責任の

一端を負うべきだと、集団賠償訴訟が

起こされています。さらに、社外取締

役が関係している財団などに対し、会

社が利益供与したのではないかとの疑

惑も出ています。

これは、エンロンに限った問題では

ありません。ほかの企業でも、社外取

締役が単なる形式上の存在となり、事

実上のイエスマンと化していないかと

いう疑惑があると思います。保険会社

のA I Gも、会長兼C E Oのハンク・グリ

ーンバーグが強力なリーダーシップを

握り、社外取締役たちはまったく異論

を唱えないそうです。元米国通商代表

部代表のカーラ・ヒルズや世界銀行元

総裁のコナブルなど、錚々たるメンバ

ーが並んでいますが、ほとんどA I Gの経

営に対して口出しできないと言う人も

います。そういう会社はいくらでもあ

るでしょう。

ワールドコムも、社外取締役はいた

けれど、バーナード・エバースのカウ

ボーイ的経営に対して、手綱を締める

人がいなかった。ですから、米国でも

社外取締役がきちんと機能しているか

どうかは疑問ですね。社外取締役に粉

飾決算を見破り、この経営はおかしい

と発言してほしいなら、そのためのス

タッフも必要でしょう。月に1回くらい

会社に行って、経営陣から説明を聞い

たくらいでは、なかなか期待される役

割は果たせないと思います。

田淵 社外取締役も、有価証券報告書

くらいは見ているだろうけれども、そ

れ以上のことを調べている人は少ない

でしょうね。

阿部 有価証券報告書の下に隠れてい

ることを探り出すのは、なかなか大変

です。私は日経の証券部にいたことが

ありますが、有価証券報告書のからく

りを見破るためには、1 0年分くらい並

べて、その間の変化を見て、異常値が

どこかに出ていないか、その異常値が

何を意味するかを探り出さなければな

りません。面白い作業ですが、非常に

時間がかかります。社外取締役を頼ま

れる人は、いろいろなところを掛け持

ちしているようですが、本来、そんな

に数多くの企業を兼任できるものでは

ないと思いますね。

田淵 日本の企業も、社外取締役をた

くさん入れるようになってきました。

野村證券も執行役員がずらりと並び、

形はホールディング・カンパニーに変

わった。うまく機能すればいいと思っ

ています。

阿部 日本の企業社会ではこれまで株

主総会も取締役会も形骸化していて、

きちんとした議論が乏しい。取締役会

の上に常務会や最高幹部会を設けて、

経営会議をやってもすぐに形骸化して

しまう。結局、経営方針や戦略は、社

長とその周りのほんの一握りの人間が

集まって決めているのが実状でしょう。

ボトムアップ（民主的な意思決定）と

トップダウン（戦略的なリーダーシッ

プ）の間を行きつ戻りつして、なかな

かうまく機能しない。日本は形から先

に入り過ぎるんですね。

たとえばソニーの出井伸之会長は、

世間の意表をつく形で社長のポストに

指名されましたが、役員人事にアメリ

カ的経営思想を入れた執行役員制度を

導入した。これは旧大賀体制から実務

の権限を移していく一種の仕掛けだっ

たと思います。それ以来、執行役員制

度が一種の流行となりました。でも、

執行役員制度がこれだけ流行ったのは、

たくさんの役員が集まって、わけのわ

からない報告を聞いても実は何も決ま

らないという状況を抜け出すために、

役員を減らすためでした。しかし、戦

略決定と、その責任をどういう形でと

るのかという根本的な問題については、

まだ整理がついていない。取締役を減

らすことも、執行役員制度も悪くはあ

りません。しかし、取締役たちが責任

をとって、きちんと戦略を決められる

かどうかというと、まだそこまでいっ

ていないようです。

田淵 阿部さんは、米国のアイゼンハ

ワーが第二次世界大戦開戦時は陸軍参

謀本部長だったが、あっという間に大

将になったという話をお書きになって

阿部重夫（あべ・しげお）

1 9 4 8年5月2 2日、東京生まれ。7 3年東京

大学文学部社会学科卒業と同時に日本経

済新聞社に入社。金融部記者、欧州総局

編集委員、『日経ベンチャー』編集長、

ケンブリッジ大学客員研究員などを経

て、99年から情報誌『選択』編集長。

米国のリーダーシップの
つくり方は日本も
学ばなければならない
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いらっしゃいますが、日本では、海軍で

あろうと文春の編集長であろうと、そん

なに急に昇進できません。これは、日本

の特性みたいなものですから、変わらな

いでしょうね。

阿部 確かに米国には人事も含めてダイ

ナミズムがあります。かつては新参者扱

いで、流れ者が集まった、話が極端に進

み過ぎる国だとみられていた。奴隷解放

で南北が揉めたり、禁酒法でギャングが

増えたりと、振り子の振れが大きい国で

した。それが2 0世紀末には唯一の超大国

になった。いまもまだ振れは大きい。イ

ラクに関しても、あやふやな根拠だけで

何千人も殺してしまうという乱暴な国で

すが、リーダーシップのつくり方では、

相当なノウハウの蓄積がある。たとえ

ば、黒人であるコリン・パウエルも国務

長官になったし、コンドリーザ・ライス

も大統領補佐官になった。このアメリカ

ン・ドリームという幻想を一般大衆に与

え続ける。そのあたりは本当にうまい

し、大国になるだけのサムシングがある

と思います。

また、米国は日本と違って情報公開が

相当進んでいます。インターネットで

も、いろいろな公的機関から情報が入手

できる。しかし、議会図書館などで資料

を探すと、「ここから先はコンフィデン

シャルです」と出てくる。過去の情報も

現在の情報も、しっかりコントロールさ

れているわけです。リーダーシップとい

うのは、1つの組織が抱えている情報の

マネジメントです。リーダーがすべての

情報を知ることはなくても、どういう情

報を提供し、どういう戦略決定をさせる

かという選別のシステムがあります。こ

こが米国のリーダーシップの要なんだと

思います。

たとえばブッシュ大統領は、台本なし

だとめちゃくちゃな暴言を吐くような大

統領ですが、それでも立派に務まるの

は、米国の政治体制の中に、どんな人物

がホワイトハウスのトップになっても、

それを支えるシステムができているから

です。

また、機密を知らせる人にはランクが

あります。たとえば公職につく人は、浮

気しているか、同性愛者かなども含めて

身元を徹底的に調査されます。厳選の上

インナーサークルに入れるわけです。一

見情報公開先進国のようですが、実際は

一番外側の人たちにも公開できる機密度

の薄い情報は気前よく出しても、一番内

側の情報はがっちりガードされていま

す。そういうマネジメントのシステムが

きちんとできています。

田淵 立派なものですね。

阿部 それは政府だけでなく、企業も同

様です。企業の戦略決定に参加できるの

は、インナーサークルに迎え入れられた

選ばれた人たちです。そういった組織の

つくり方も、日本は根本から考え直さな

いといけないでしょう。

田淵 日本経済について「失われた1 0

年」ということがいわれていますが、そ

の前には東西冷戦の漁夫の利による日本

の繁栄がありました。調子に乗って漁夫

の利をさらに膨らましてしまったのがバ

ブルだった。東西冷戦が終わって、当然

漁夫の利はなくなった。いまのデフレ

は、膨らみ過ぎたものが元に戻りつつあ

るだけのことだと私は理解しています。

バブルの中心は土地の値上がりでした

が、そろそろ土地も下がるところまで下

がってきているのではないでしょうか。

阿部 デフレの理由は2つあると思いま

す。1つは日本国内の土地の値段や人件

費といったコストがあまりに高過ぎたた

め、それが調整過程に入っていること。

もう1つは、中国をはじめとする人件費

の安い国の物資がどんどん入ってきて、

日本の高コスト経済が維持できなくなっ

たことです。

数年前、中国脅威論が流行りました。

中国の労働力は確かに安いですが、中国

市場が立ち上がってくれば、日本にとっ

て大きなチャンスになります。いい例が

鉄鋼です。日本の鉄鋼業界は高度な製鉄

技術の下に発展してきましたが、次第に

中国や韓国に追いつかれてしまいまし

た。国内でも日産をはじめとして自動車

用鋼板の値下げ要求があり、鉄鋼はもう

駄目だろうとみられていたのが、去年か

ら今年にかけて立ち直ってきている。そ

れは、中国の鉄鋼需要が盛り上がってき

て、上海や韓国の供給だけでは足りなく

なったためです。

共産党体制がどこまで続くかとか、国

営企業の巨大な赤字といった問題はあり

ますが、日本の2 1世紀は中国市場抜きに

語れません。東西冷戦期のような巨大な

漁夫の利までは期待できなくとも、日本

がすぐにフィリピンやバングラデシュの

ような貧乏な国になるとは思えません。

2 1世紀に入って中国市場が立ち上がって

きたことは、日本にとって明らかにプラ

スです。その意味で「失われた1 0年」の

初期ショックはもう通過していて、違う

局面にすでに入っているのではないかと

思います。

そこで必要となるのは、日本人の中に

依然としてある中国に対する恐怖心の克

服です。それなしに新しい日本の可能性

をつかむことはできないと思います。一

時のように、中国が儲かるとワーッと行

って、火傷したらもう中国は駄目だと帰

ってきてしまうという付和雷同ではな

く、中国に企業進出するために、採算性

なども冷静に見極めながら出ていかない

といけない。また、中国のほうも徐々に

米国へ留学した人材が育ってきています

から、昔のように政治リスクに左右され

ることが減り、うまく折り合えるような

ところが出てきたのではないかという気

がします。

田淵 中国も変わりつつあるということ

ですね。まったく同感です。

中国に対する恐怖心の克服なし
に21世紀の日本の繁栄はない

＊この会談後、米フォーチュン誌は世界の最も有

力な経営者（米国を除く）2 5人中、ゴーン氏を1 0

位に指名した。また、日本能率協会は、本年度理

想の経営者として、同氏を1位に指名した。
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SPF Update

小企業育成のための日本・中欧経験交流
■ 笹川中欧基金事業室研究員　王　真生

笹川中欧基金では、2 0 0 2年度から2

年計画の自主事業として「小企業育成

のための日本・中欧共同研究と経験交

流」事業を行っている。

中欧では、小企業が人々の就労と生

活の場を提供して移行期の底支えを

し、地域の経済社会の存立と発展に欠

かせない存在となりつつある。その一

方、小企業主間の意思疎通の場が少な

く、異業種間協力や地域産業振興の事

例がほとんどないことが、事業主の社

会性向上の妨げとなっている。

そこで、日本における小企業の取り

組みを紹介すべく、0 3年6月1 4～2 4日、

中欧4カ国（ポーランド、チェコ、ス

ロバキア、ハンガリー）各国から研究

者と小企業経営者を1人ずつ、計8人を

日本に招いた。

招へい者のほとんどが

前年度から本事業に携わ

っており、中欧における

小企業の現状のみなら

ず、日本の中小企業や商

工団体の活動について

も、ある程度の予備知識

をもっていた。

川越市（町並み保存と

商店街）、高山市（観光

と地域産業振興）、長浜

市（地域振興と中小企

業）、東大阪市（他業種展開・異業種

交流）、燕市（世界経済の動向と変わ

りゆく地場産業）というように、各訪

問地で代表的な事例の視察を行い、期

待以上に活発な意見交換が行われた。

それぞれの知見が共有されただけでな

く、この分野における内陸国と島国特

有の違いを発見する機会ともなり、短

期だが意義深い滞在となった。

今後は、日本招へいで得た知見を中

欧諸国に移転すべく、中欧各地での活

動に取り組んでいく予定である。

新潟県県央地域地場産業振興センターを視察する一行

日越外交関係樹立3 0周年、グエン・ティ・ビン女史一行招へい
■ 笹川汎アジア基金事業室研究員　世古将人

笹川汎アジア基金では、アジア諸国

の要人と日本の各界の接触を通じて、

その協力関係の知見を深めるととも

に、人的ネットワークの構築を通じて

両国間の関係強化を図るべく、交流事

業を展開してきた。その一環として、

7月3 1日～8月9日、ベトナム社会主義

共和国の前国家副主席で、現在、ベト

ナム平和開発財団総裁を務めるグエ

ン・ティ・ビン女史を筆頭とする代表

団5人を日本に招へいした。

ビン女史は、ベトナム戦争中は南ベ

トナム民族解放戦線の中央委員として

活動し、1 9 7 2年には南ベトナム臨時革

命政府の外務大臣としてパリ和平交渉

代表団の団長を務めた。民族衣装をま

とって交渉に臨んだ彼女は「アオザイ

の闘士」と呼ばれ、現在もベトナム国

民の尊敬を集めている。

その後、教育大臣、国家

副主席などを歴任し、現

在は現職で、特に枯葉剤

による被害者救済に取り

組んでいる。

今回の滞在中、文部科

学省、防衛庁、平和・安

全保障研究所、大阪国際

平和研究所などを訪問し

たほか、小泉首相とも面

会し、アジア太平洋地域

における日越関係の位置づけと地域の

安定に向けての方策などについて意見

交換を行った。また、8月6日には広島

の平和祈念式典にも列席し、原水禁世

界大会では演説を行い、平和の重要性

を訴えた。

日本にとってベトナムは、A S E A N

の最重要国の1つである。日越外交関

係樹立3 0周年に行われた今回の招へい

事業は、人的交流を通じたさらなる両

国関係の強化に資するものといえるだ

ろう。

8月7日に行われた講演会「ベトナムを巡る歴史・平和」で講演するグエン・

ティ・ビン女史
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アジアは、トルコから中東、南アジ

ア、中央アジア、東南アジア、北東ア

ジア、極東ロシアにまで至る広大な地

域である。アジア地域では、2 5億人以

上の人々が、人種、政治体制、経済シ

ステム、宗教、文化など、多様な生活

をしている。歴史的には、欧米やロシ

ア（ソ連）、そして域内国である日本の

支配を受けた「客体」としての経験が

ある。そして2 0世紀は、そのアジア地

域が発展の「主体」に転換した歴史で

あった。

1 9 9 0年前後には、「冷戦の崩壊」があ

り、東南アジアでは社会主義政治体制

下にあるインドシナ3国のA S E A N加盟

という大きな変化が、またソ連から中

央アジア・コーカサス地域が独立し、

政治的にもアジアの成員となる変革が

あった。このような地殻変動をきっか

けに「新しいアジア」のビジョンを追

求する動きも現れた。そして、9 0年代

半ばまで、東南アジアと北東アジア地

域の経済は「東アジアの奇跡」と呼ば

れるほど目覚ましく発展した。しかし、

9 7年に発生したアジア通貨危機によっ

て、アジアの将来に対するバラ色のビ

ジョンは潰れ、米国流の経済システム

に従ういわゆるグローバリゼーション

が普遍化した。

さらに、2 0 0 1年9月1 1日の米国同時多

発テロ事件によって、米国の対テロ戦

争と、いわゆる「悪の枢軸」との対決

が今世紀初頭の話題になった。米国か

ら指名された「悪の枢軸」、すなわちイ

ラク、イラン、北朝鮮の3国はすべてア

ジアの国である。その対立の過程で、

米国のプレゼンスはアジアでさらに強

くなりつつある。このため、アジア域

内でも、地域紛争を防止するための安

全保障と信頼醸成という課題がますま

す重要視されつつある。他方で、イス

ラム諸国やインドとの軍事、経済、政

治、文化、環境、教育など諸分野での

交流の動きも活発化している。

アジアでは、多様な価値観とシステ

ムが混在する中で、抱えている問題も

複雑化しているのである。

急変する国際情勢に対応するため、

2 0 0 2年6月に「笹川南東アジア協力基金」

は「笹川汎アジア基金」に名称変更し

た。

笹川汎アジア基金は、アジアで起き

つつあるさまざまな課題に臨機応変に

対応しながら、アジア諸国が「アジア

的」発展のモデルを開拓し、そのモデ

ルを通じて世界の1つの軸として欧米や

ロシアと対話することを目指している。

この場合の「アジア的」概念とは、ア

ジアがもつ多元的価値観を共有できる

アイデンティティーを追求するという

意味である。アジア的な共存・共栄の

モデルを発掘し、世界と共有すること

が同基金のビジョンである。S P Fは、同

基金を通じて、アジア全地域の課題に

より幅広くコミットしていくことを目

指している。

次に、S P Fが汎アジア地域で実施し

ているプログラムを地域別に紹介する。

●中央アジア

S P Fは1 9 9 4年度から「中央アジア諸

国の移行経済支援」事業を行い、ソ連

崩壊後の中央アジア諸国の市場経済へ

の移行を支援してきた。そして2 0 0 0年

度からは対象地域をさらに拡大し、「中

央アジア・コーカサス諸国の支援」事

イスタンブールからウラジオストックまで
──アジアの視点で自らをとらえ直す試み──

■ S P F主任研究員　李　燦雨

アジアが「客体」から
「主体」に転換した世紀

多元的価値観を共有する
アイデンティティーの追求

2002年11月22日に開催された「文明間の対話：ヒンドゥーイズムと世界」セミナー（於国際連合大学）

ecial

Project
Report

「主体」としてのアジアを考える



業として継続している。タイトルの変

化から見てとれるように、現在は移行

経済の支援ではなく、国内政治の多様

化、安全保障の信頼醸成、対外経済関

係の強化、開発と環境の両立といった

市場経済化の深化の過程で表面化した

課題を解決する手段の模索に重点をお

いている。0 3年6月にロシア科学アカデ

ミー（I M E M O）との共催で国際ワーク

ショップをモスクワで開催し、中央ア

ジア地域での政治・経済情勢や国際協

力に関する専門家会議の場を通じ、中

央アジア、ロシア、東アジア地域の専

門家の人的ネットワークを強化した。

また、0 3年6月2 0、2 1日にはトビリシで

グルジア戦略国際研究財団（G F S I S）

との共催で国際ワークショップを開催

し、コーカサス地域の地域間協力と信

頼醸成について議論した。

さらに0 3年度から米国東西研究所の

協力の下、「中央ユーラシア地域の若手

指導者育成・交流促進」事業を開始し

た。7月には中央アジア・コーカサス地

域の若手指導者育成のための研修プロ

グラムをイスタンブールで行った。こ

れは、中央アジア・コーカサス地域に

おける民主的体制への転換と、持続的

かつ安定的な経済・社会発展の実現の

ために必要な人材育成に焦点を当てた

ものである。次世代を担う若手指導者

約5 0人（男女同数）が参加し、国際情

勢、安全保障論、多国間地域協力など

の研修を受けた。

なお、ロシアや米国の研究機関との

協力を重視したのは、「閉鎖的なアジ

ア」ではなく「多様性のある開かれた

アジア」のアイデンティティーを追求

したためである。

●東南アジア

「笹川南東アジア協力基金」が発足し

た1 9 9 2年以来、1 0年間にわたってイン

ドシナ3国の市場経済化支援、人材育

成、人物交流の事業を推進してきた。

9 5年からはミャンマーに対しても支援

事業を開始し、メディア教育とジャー

ナリスト育成という新たな分野での事

業も展開した。現在は、マーケティン

グ、農業経済、経済開発パラダイム、

ジャーナリズムなどの分野での人材育

成を目指し、アジア的な連携・連帯を

深めるさまざまな事業を行っている

（詳細はw w w . s p f . o r g / p r o j e c t / 2 0 0 3を参

照のこと）。

●北東アジア

北東アジアでは、北朝鮮が「孤立」

ではなく、「関与」を通じて国際社会と

平和的に共存できるようなスキームを

提案する事業を続けてきた。しかし、

北朝鮮の日本人拉致問題や工作船の活

動などにより、日朝関係は日本の関与

だけでは解決できない状況となった。

現在は、日本の安全保障問題と対北朝

鮮関係を真剣に再検討すべき時期にあ

る。S P Fは、北東アジアの人々が安全

かつ平和共存できる枠組みを確保する

ための支援事業を模索している。この

一環として、2 0 0 0年度か

らモンゴル開発研究セン

ター（M D R C）に助成し、

モンゴルの発展と北東ア

ジア地域の協力メカニズ

ムの構築事業を支援して

いる（「北東アジア地域間

協力の促進とモンゴルの

役割」事業）。

●南アジア

南アジア地域は汎アジ

ア地域の1つの大きな柱

7

である。中でも、独自の文明をもつイ

ンドに大きな関心が寄せられている。

笹川汎アジア基金は、2 0 0 2年度から

「文明間の対話：アジアの知的交流と相

互理解の促進」事業の一環として「ヒ

ンドゥーイズム」との対話を行ってい

る。インドと日本の相互理解の促進は、

多元的な価値観を認めながら、相互の

関係の深さを確認しつつ、「アジア的」

な知的交流を深めることに貢献してい

る。現在、同基金はさらに南アジア地

域で新規事業の開発を模索中である。

政治・文化といった側面では、ロシ

アはアジア地域に入るとは言い難い。

事実、極東ロシア地域のロシア人は、

アジア人としてよりヨーロッパ人とし

ての自己認識のほうが強い。しかし、

中央アジア・コーカサス地域は旧ソ連

から独立しており、北東アジア地域で

もロシアは地域問題の当事者となって

いる。極東ロシア地域は北東アジアの

地域安全保障・経済協力に欠かせない

存在なのである。

この意味でロシアとアジアの関係は、

地域間関係にも域内関係にもなる複雑

性をもっている。広くアジアの枠組み

の中でのロシアとの対話を築くために、

笹川汎アジア基金は2 0 0 2年度から日本

国際交流センターの行う「アジアの中

の日本とロシア」事業を助成している。

より本格的な対話を通じてロシアとア

ジアの関係を再構築するため、笹川汎

アジア基金は、今後も積極的に関与し

ていきたい。

ここまで、イスタンブールからウラ

ジオストックまでのアジア地域におけ

る、基金の事業を紹介してきたが、そ

の視点は文明間、国際社会の地域間の

対話・交流を広げていくアジアの「主

体的」な視点である。妥当性のある新

たなプログラム開発のために、読者の

方々のアイデアを歓迎する。

アジアという枠組みの中で
ロシアとの関係を考える

モンゴル帝国の古都、チンギス・ハーンの伝統的な町、カラコルム
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を行うべきだろう。現在の世界経済で

は、各々の国の発展がお互いにとって

利益をもたらすことになるからである。

また、この2地域間の貿易と交流が拡大

すれば、パートナーである国々の社会

福祉を容易に増進できる。

だが、東アジア、中央アジア間の貿

易拡大には多くの障壁がある。地理的

距離、言葉の壁、歴史や文化の相違に

加え、2地域間の経済発展の格差が大き

い。また、つい最近まで、経済制度や

市場慣行が完全に異なっていた。これ

らの理由で、貿易はきわめて限られた

範囲でしか発展していない。

また、東アジアの経験を活かして市

場経済への転換を開放・拡大・支援す

るために、どうしたら我々が中央アジ

アを主導できるかということも問題で

ある。その困難さは、シルクロードを

探索することにも比較できるだろう。

アルマトイへ初めて旅行した時、かつ

てシルクロードだった場所が綿花畑に

とって代わられていることに気づいた。

まさに「コットンロード」である。

時の流れは速く、問題の多くは時間

によって解決できる。数年にわたる努

力の末、中央アジアは現在、市場経済

への道を歩み始めている。中央アジア

における市場経済の浸透は実に速く、

市場インセンティブも順調に機能して

いる。人々の姿勢やモチベーションが、

中央アジアの市場経済への転換を先導

する実質的な力となっている。

我々東アジアの人間が中央アジアの

転換に実際に貢献したかといえば、私

はイエスだと思う。ほとんど何ももた

私がS P Fの実施する中央アジア関連

プロジェクトに参加して8年になる。シ

ルクロードを旅し、異なる背景をもつ

専門家に会い、中央アジア経済を評価

するのはスリリングな経験だった。韓

国の経済学者である私にとって、この

地域には興味深い点がいくつかある。

まず、中央アジアの経済は、計画経

済を行っている北朝鮮経済を映す鏡で

あるかもしれないことである。旧ソビ

エト体制下の強制移住の名残で、多く

の朝鮮民族がこの地で農業を営んでい

る。これは、中央アジアにおける市場

経済の進展が、北朝鮮経済の転換に貴

重な教訓を提供する可能性を示してい

る。また、発展をとげた韓国経済の経

験の中に中央アジアの転換を成功に導

くヒントがあるかもしれない。こうし

た理由から、S P Fの中央アジアにおけ

る活動に関心をもったのである。

数年にわたる調査の結果、以下のよ

うな興味深い結果が得られた。

①　指令経済が少数の上層部を除くす

②　市場はいつでもどこでも機能する。

③　資源が豊富でも経済が繁栄すると

④　政治的リーダーシップは経済にと

⑤　経済発展には市場開放が不可欠。

以上の点から、中央アジアの市場経

済の実現において、東アジアのイニシ

アチブには大きな可能性があると思わ

れる。また、人道主義的理由、さらに

東アジアの繁栄のためにも、東アジア

は中央アジアの市場経済への転換支援

ない国が中所得国に発展した実例を示

すだけでも彼らには十分な刺激となる。

1 9 6 0年代初めの韓国の1人当たり国民所

得が9 0ドル程度だったと中央アジアの

人々に話すと、彼らは必ず、その成功の

裏にどんな要因があったか聞きたがっ

た。中央アジアの人々を東アジアに研

修旅行させたことは、プロジェクトの

中で最大の成功だった。彼らの好奇心

を満たすためには、現地で体験するこ

とが必要なステップだからである。

S P Fの中央アジア・プロジェクトは、

中央アジアの転換に大きく貢献した。

このプロジェクトによって、東アジア

の専門家が市場経済を認識したのみな

らず、過渡期にある新たな経済に関心

を向けることになった。このプロジェ

クトは、アジアの新たな地域で市場経

済化を実際に行う先駆的事業である。

さらに、世界の低開発地域の交流拡大

のためにN G OやN P Oがすべきことを具

体的に示している。

より多くの専門家に参加してもらう

ためには、プロジェクトの拡大が必要

である。特に、中央アジアの専門家の

東アジアでの実地研修の枠を広げるこ

とが最優先である。市場経済の理解の

ためには、現場での経験が最良である。

本物の市場経済を経験する人が増える

ほど、「コットンロード」の市場経済へ

の転換も速く進むだろう。

中央アジアの市場経済化への支援
──シルクロードからコットンロード、そしてさらなる転換へ向けて──

■ 延世大学経済学部教授・東西問題研究院長　鄭　甲泳

東アジアの経験を
中央アジアでどう活かすか

コットンロードが
市場経済化へ向けて
動きだした

鄭　甲泳（チョン・カプヨン）

韓国、延世大学経済学部教授・東西問題研

究院長。1 9 5 1年生まれ。ペンシルバニア大

学で修士号取得後、コーネル大学にて経済

学博士号を取得。産業組織の専門家として

知られる。韓国産業組織協会の議長を務め、

現在は韓国通信委員会および韓国電力委員

会のメンバー。2 0 0 1年からは新韓銀行の社

外取締役も務める。著書多数。

ecial

Opinion

「主体」としてのアジアを考える

べてを荒廃させた。

は限らない。

って重大な要因。
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でないが、依然牢固としたものがあっ

たといっていい。その反面、1 9 9 8年の

特定非営利活動促進法によって成立し

た通称N P Oは、清く正しく美しいとは

いわないまでも、公益法人とは異なっ

たものであり、同一視されたくない、

という意識も徐々に強くなっていった。

さらに、官と癒着した「官益」法人、

あるいは天下りを含む「蜜の味」の公

益法人というイメージも抜きがたいも

のがあった。

これまで公益法人は、主務官庁が厳

重に審査した上で「許可」したものに

限って設立が認められていた。その上、

設立後も主務官庁の「指導監督」に服

することを余儀なくされるため、公益

法人の主体性やガバナンスはほとんど

存在しない状態に陥る。それでも不祥

事が起こるということは、許可と裏腹

の指導監督体制がまったく機能してい

ないことを意味する。それどころか、

諸悪の元兇は許可制度とそれに伴う指

導監督体制にあった、といってもいい

くらいのものである。

ところが、許可制度と指導監督体制

については、その無力さと有害さの議

論より、「そこまで厳重に責任ある官庁

が監視しているのだから、そうした法

人に対しては税制上の優遇措置を与え

てもかまわない」という見解が支配的

だった。それどころか、カテゴリカル

にある範疇の法人に対して税制上の優

遇措置を与えるためには、優遇の要件

に関して国家公権力の判定が必要だと

いう議論まで出てくる。ここに憲法上

の正統性の問題
3）

が、行政府の判断の

2 0 0 3年6月2 7日、「公益法人制度の抜

本的改革に関する基本方針」が閣議決

定された。1 0 0年ぶりの民法改正に初め

て言及した0 1年の中間法人法の付帯決

議から2年、その後、閣議決定された

「改革に向けた取り組み」の方針を受

け、0 2年8月に内閣官房行革推進事務局

が「論点整理」を発表してから1年のこ

とである。「玉虫色」
1）

とも評されるが、

その評価については後に触れる。

この間、制度改革の議論とは別に、

0 2年には税制調査会が非営利法人課税

ワーキンググループを設置し、税制面

からの議論を重ねている。議論の経緯

はウェブ上に公開されている
2）

ので読

まれた方も多いと思う。

制度そのものと、税制上の措置の話

は本来別物である。しかし、これまで

の公益法人制度が両者を表裏の関係と

して扱っていたこと、あるいは歴史的

な経緯、さらには制度のもつ社会的意

味や機能についての思い入れなどから、

本来異なった次元で議論されるべきさ

まざまな意見が同じ平面でぶつかりあ

い、やや議論に混迷した観があること

は否めない。そのあたりを解きほぐし

てみようというのが本論の意図である。

2年間の経緯の委細は割愛するが、議

論の背景をとりまく雰囲気、さらには

そのもつ意味のおおよそは以下のよう

なものである。

まず、0 0年のK S D不正経理事件が端

的に表しているように、公益法人には

「不祥事」「伏魔殿」「何やら疑わしい」

という拭いがたいイメージがある。こ

の間、それが増幅されたか否かは定か

無謬性と置き換えられてしまうに至る

のは明白である。

関係者、特に税務当局からみれば、

これは大変便利な理屈である。個別の

収益事業に関する課税とは異なり、活

動実態についての判断はほとんどしな

くていい。公益法人側にとっても、い

ったん設立してしまえば自動的に付与

される措置であり、特定寄付をめぐる

手続きとは別世界である。したがって、

なんらかの特性をもったグループを取

り出して、それを一まとめにして扱い

たいという思いは、同床異夢ではあっ

ても、あちこちに支持者が多いという

ことは指摘しておこう。

ここで議論の整理を試みると、とり

あえず論点は以下の4つに分かれている

ことがわかる。

①　法人設立にあたっての許可主義と、

②　法人法定主義をとる我が国の法体

③　どのような活動を営む法人に対し

④　既存の公益法人の中で、いかがか

このそれぞれについて、冒頭に触れ

た玉虫色の「基本方針」がどう取り扱

っているか、扱っていないかにも言及

しながらみていくことにしたい。

玉虫色の「基本方針」が投げかけた問題点
──公益法人制度にかかわる民法改正について──

■ 笹川平和財団理事長　入山　映

許可制度とそれに伴う
指導監督体制が諸悪の根元

指導監督をめぐる問題点と
玉虫色の「基本方針」

Viewpoint

それと表裏一体の関係にあった指導

監督体制の問題。

系の中で、これまでの「公益法人」

に代わって、どのような法人類型を

構築するかという問題。

て、どのような税制上の優遇措置を

講じるのか。その理由は何かという

問題。

と思われる存在はどのようなもので、

それをどのように淘汰するかという

問題。さらには将来にわたりそのよ

うな存在の発生を阻止することは可

能かという問題。
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まず、許可主義と指導監督体制が諸

悪の根源であったことについては異論

がないように見受けられる。「見受けら

れる」などと奥歯に物の挟まったよう

な言い方をするのにはわけがある。

許可主義の弊害を認め、準則主義に

よる非営利法人制度をつくるべきこと

は「方針」の中に明記されている。こ

れは識者によって指摘されて久しく、

今回抜本的改革に際して明確に方針が

打ち出されたことは一大進歩である。

しかし、準則主義によって設立された

非営利法人のうち、公益性をもつ活動

をするもの（いわゆる２階部分。つま

り準則主義によって自由に設立される

法人〔＝１階〕のうち、なんらかの特

別な取り扱いを受けるべきもの）につ

いて、その判断基準と判断主体は別に

「検討する」とされる。

判断基準は「客観的で明確な」もの

であることを要求しているから、事実

上の許可主義の復活はない。しかし、

実際の活動内容の判断をめぐって、指

導監督体制の復活は十分に可能である。

仏つくってなんとやら、指導監督体制

が復活したのでは、何のための準則主

義かわからなくなってしまう。

勘ぐりが過ぎると受け取られるかも

しれないが、根拠がないわけではない。

準則主義というのは登記だけ、つまり

形式要件だけで設立できるから、看板

と中身が違うことは十分にありうる。

「公益のために」設立しましたと称して

も、実際の活動がそのとおりである保

証はどこにもない。だから、税制上の

優遇措置を含むなんらかの特別な取り

扱いをすべき法人（の活動）について

は、誰かがどこかで判断をせねばなら

ぬという問題が残る。これが「事後に

要件を欠いたものを見つけて、それな

りの対応をすれば事は済む」という考

えではなく「悪いことをしないように、

できないように予防したい」というメ

ンタリティと結びつくと、指導監督体

制の復活は現実の危惧となる。

これは、準則主義によってどのよう

な法人類型を創設しようとするかとい

う第2の問題にもかかわる。「公益性の

有無にかかわらず新たに非営利法人制

度を創設する」のであれば、新法人制

度が中間法人、通称N P O法人はもとよ

り、1 0 0を超える法律によって成立して

いる学校法人や社会福祉法人、宗教法

人などを含むものとなりうるのは当然

である。

「なる」ではなく「なりうる」と言っ

たのは、今回改革対象になっているの

は公益法人、つまり民法3 4条の財団・

社団のみであって、それ以外の法人は

対象にしていない、という考え方があ

るからだ。「方針」が玉虫色だという理

由の1つはここにもある。現行制度が法

人格取得と公益性判断・税制上の優遇

措置が一体となっているからよくない。

だからこれを分離し、公益性の有無に

かかわらぬ新非営利法人制度をつくる

と言いながら、現行中間法人・N P O法

人との関係は「整理する」と述べるに

とどまっている。

これからどうするかという話になる

と、3つの考え方がある。1つは極力

「非営利法人」を広くとって、できるだ

け多様な法人をこの傘の下にまとめて

いこうという考え方である。たとえば

営利社団法人に株式会社や有限会社な

ど多様な類型があるように、非営利法

人にもいろいろあっていいではないか

という立場
4）

である。もう1つは、既存

のさまざまな法人類型はそのままにし

ておいて、とりあえず民法3 4条の公益

法人についてのみ、あるいは中間法

人・N P O法人の3つだけを対象として法

制度を考えるという考え方
5）

である。

民法3 4条からスピン・オフしていった

数多くの非営利法人のうち、なぜこの

2つだけを取り上げるのか、後者はやや

論理性に欠けるから、いっそのこと今

回の議論は現行の民法の公益法人だけ

に対象を限定しようという論者
6）

も出

てくる。第一の立場にしても、その他

もろもろの法人が傘下に馳せ参じるの

は先の話だ。とりあえずは議論の対象

を公益法人に限定しよう、ということ

になると、どれでもあまり変わらない

という気がしないでもない。

なぜこんなことにこだわった議論が

あるかというと、税制上の優遇措置と

のかかわりが非常に大きい。先にも述

べたように、法人制度と税制上の取り

扱いは本来別の話である。また、法人

制度については、憲法上の結社の自由

から、組織運営上の継続性、持続可能

性に至るさまざまな論点があり、法人

として認められることのメリットも決

して税制上の優遇措置に尽きるわけで

はない
7）

。しかし、公益法人はこれま

で法人格取得と同時にそのメリットを

享受してきた。それが今度は「法人は」

「一般的に納税義務」がある。優遇措置

があるのは「一定の場合」に限ること

になると、税金を取る立場からは、「一

定の場合」をできるだけ絞ろうとする

し、逆に市民社会万歳派は、なんとか

広く、できればこれまでに近い形での

「範疇」として定めたいと考える。

非営利であれば税制上の優遇措置の

対象になるのか、それともさらに「公

益」あるいは「社会貢献性」という概

念を付加しなければならないのかとい

うだけでも議論が紛糾しようというも

のだ。さらに、税制上の措置には所得

税制と寄付税制の2つがあり、それぞれ

の優遇の論拠、あるいは対象とされる

べき組織の性格は必ずしも一致しない。

それを一緒くたにして議論すると収拾

しがたいことになる。その問題を列記

すると、以下のようになる。

まず、所得に対する課税は、自分の

ために使われる、つまり利益配分する

指導監督体制を
復活させるのでは
何のための準則主義か

公益法人の定義は
広げるべきか狭めるべきか

Viewpoint
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から課税される。であるなら、利益配

分しない非営利組織の所得に課税する

根拠はないことになる。では、非営利

組織であれば、鉄鋼業でもタクシー業

でも、所得課税しないのか。それでか

まわないとするか、それとも「世のた

め人のため」という考え方の下、分野

的な制限（国際交流・環境保護・動物

愛護等の例示列記）を加えるか。ある

いは分野限定のみならず、非営利のう

ち「公益」目的のものとそうでないも

のを分けて考えるか。さらに、これら

すべての議論が、オール・オア・ナッ

シングなのか、「公益」性の強弱に応じ

て何段階かに分ける議論が可能なのか。

さまざまな論点がある。

ここでは、上記のどの考え方を取る

かではなく、なんらかの優遇措置を適

用した後に発生するといわれている問

題点を検討しておきたい。

第一に、その組織が、所得を世のた

めに使うわけでもなく、目をむくよう

な給料を払うわけでもなく
8）

、ただひ

たすらに蓄積したらどうなるか（いわ

ゆる「内部留保」の問題）。それでかま

わない、と考えるか、それとも不健全

だと考えるか。さらには、貯め込んだ

挙げ句に法人を解散し、メンバーで山

分けしたらどうなるか。それは許され

ないというのが、解散時財産分与の禁

止である。しかし、よそさまから組織

の主旨に賛同して寄付をいただいてい

ればいざ知らず、会員が払った毎年の

会費に使い残しが出て貯めてあったの

を、解散時に分配して何が悪いのかと

いう声も出そうである。いざ知らずと

いうのは寄付の話で、善意の寄付者か

らいただいた分を、皆で分けてしまっ

てはまずかろう。これについては後に

触れる。

所得の話はもう1つある。ある法人の

「本来の」事業とそれ以外のものを分け

て考える必要があるのではないか、つ

まり身障者の雇用創出を目的としてパ

ン屋を開くのと、地球温暖化反対キャ

ンペーンの財源獲得のためにパン屋を

開くのは区別して考えるべきではない

かという議論である。前者は優遇措置

の対象になるが、後者は一般企業なみ

課税ということになる。「本来の」と

は、先に述べた優遇措置を受けられる

ような「一定の場合」のことである。

ちなみに、会員制組織の会費収入は

「本来の」収入だが、会員制組織の会費

でも「一般的に納税義務」があるから、

使いきらない限り課税しろ、という意

見もある。さすがにそれはないよとい

う結論になれば、収益事業についての

み「本来」事業がどうかの議論をすれ

ばいい。だが、これにも「本来」事業

か否かの煩雑な議論をしなくとも、身

障者雇用などの社会福祉目的による政

策非課税は、現行法制度のように個別

に税法で決めていけばいいとする意見

もある。

非営利法人に対する寄付について、

現在の税制とその運用が、寄付適格の

法人をきわめて制限的に解しているこ

とはよく知られている。これを拡大す

べし、それが望ましいという声は強い

し、筆者もまったく同感だが、それは

論じない。ここでは寄付に対する税制

上の優遇措置は所与のものとして、寄

付を受ける法人をめぐる2つの問題点を

あげておく。ちなみにここでいう法人

とは、非営利法人のことである。

1つは、その法人が解散時に財産分与

をしていいか、ということだ。これは

否定的に解すのが当然だろう。逆に、

寄付税制優遇の対象になるのは解散時

財産非分配の法人に限る。

第2に、解散時財産非分配の法人はす

べて優遇対象になるのか。それともさ

らになんらかの「公益」性を求めるの

かという問題がある。この場合、時代

や場所によってさまざまに変化する

「公益」を内容・実質に着目して定義し

ようとする一種の呪縛から離れて、非

営利組織のうち、「もっぱら組織構成員

の福利の向上に関心のあるもの」を除

き、後はすべて公益目的と解する、と

いうのも有力な考え方のように思う。

最後に、既存公益法人の中から「世

のため人のため」に機能しているとは

言い難いものをどう選び出して淘汰す

るか、という難題が残る。これに該当

すると思われる類型はいくつかある。

たとえば

①　かつては公益的だったが、現在は

②　行っている事業にほとんど今日的

③　設立目的と明らかに背馳した事業

などが代表的なものではないか。公

益法人の諸元については悉皆調査が行

われており、すべて主務官庁が把握し

ている。まずこうした範疇に属すると

思われる法人を主務官庁に選定させ、

公示することから始めるのが現実的だ

ろう。並行して公益法人の側からも自

浄作用としての基準づくりも行われな

ければなるまい。

ここで再度強調しておきたいのは、

法人活動に対するチェック、あるいは

その評価は事後になされるべきだとい

うことである。さまざまな理由をつけ

て事前に排除しようという試みが散見

されるが、賛成できない。

定義の問題が帰するのは
優遇措置の判断基準

営利企業か、特に税制上の優遇措置

を付与されるにあたらないもの。

な意義がなく、漫然と存在している

か、あるいは単に退職後の官僚の就

職先と化しているもの。

内容が常態化しているもの。

1）たとえばC's ニュースレター第44号p.3

2003.7.23

2）h t t p : / / w w w . m o f . g o . j p / s i n g i k a i / z e i c h o /

zei3.htm

3）憲法84条、30条

4）拙著『日本の公益法人』（2 0 0 3年、ぎょ

うせい刊）の立場はこれに近い

5）「構想日本」の主張はこれに近い

6）（財）公益法人協会の主張はこれに近い

7）商法の営利社団法人規定は典型

8）非営利・利益非配分に抵触する
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Information

事業実施者事　業　名

Voluntary Health Association of India（インド）

The Synergos Institute（米国）

形態

助成

助成

1／3

1／2

2,900,000

6,900,000

年数 事業費（円）

一般事業

NPOオンライン資料センター開発

非営利組織に対する債務スワップ交渉支援

■2003年度　事業計画（9月理事会決定分）

自・委＝自主・委託事業 自・委・助=自主・委託・助成事業

事業実施者事　業　名

インドネシア国際戦略研究所（Centre for Strategic and
International Studies／インドネシア）

カンボジア平和協力研究所（カンボジア）

笹川平和財団

笹川平和財団、Yayasan 21 Juni 1994（インドネシア）、
タイ公共放送（タイ）

グルジア戦略国際研究財団（グルジア）

情報資源センター（Information & Resource Center／
シンガポール）

笹川平和財団、ハザル大学経済経営研究教育センター（アゼル
バイジャン）、マレーシア経済研究所（マレーシア）

ハザル大学経済経営研究教育センター（アゼルバイジャン）

発展途上国リサーチ情報システムセンター（インド）

ASEAN若手政治家リトリート会議

カンボジア国会議員交流

ウズベキスタンにおけるビジネススクール教材開発

アジアのジャーナリズム支援

コーカサスにおける政策実務者訓練

ミャンマーとASEAN：信頼関係の深化に向けた
対話／フェーズII

アゼルバイジャンにおける企業統治の強化：マレーシアの経験

アゼルバイジャンにおける企業統治

アジア経済共同体の構築へ向けて

形態

助成

助成

自・委

自・委

助成

助成

自・委・助

助成

助成

2／3

1／3

1／3

1／3

1／2

2／3

1／2

1／2

1／3

4,600,000

5,000,000

12,000,000

18,000,000

7,200,000

19,900,000

5,700,000

(4,290,000)

9,100,000

年数 事業費（円）

笹川汎アジア基金事業

■『対イラク戦争とその後――イラクで何が起こっているの

か?』笹川平和財団第7 7回理事会特別講演　笹川平和財団発

行（オンデマンド出版）――中東調査会客員研究員・大野元

裕氏講演録

■『岐路に立つ北朝鮮：変革への道筋と国際協力』笹川平和

財団発行（オンデマンド出版）――「朝鮮半島の将来と国際協

力／フェーズII」事業（2002年度実施）成果物

■『笹川南東アジア協力基金1 0年の歩み』笹川平和財団発行

（オンデマンド出版）―― 同基金（現・笹川汎アジア基金）
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